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三朝町規則第10号 

 

三朝町国民健康保険規則の一部を改正する規則 

 

三朝町国民健康保険規則（平成27年三朝町規則第22号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部

分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

  

（限度額適用・標準負担額減額認定等の申

請） 

（限度額適用・標準負担額減額認定等の申

請） 

第10条 省令第27条の14の２第１項の規定

により提出する申請書は、国民健康保険

限度額適用認定申請書（様式第15号）に

よるものとし、省令第27条の14の５第１

項の規定により提出する申請書は、国民

健康保険限度額適用・標準負担額減額認

定申請書（様式第16号）によるものとす

る。 

 

第10条 省令第27条の14の２第１項の規定

により提出する申請書は、国民健康保険

限度額適用認定申請書（様式第15号）に

よるものとし、省令第27条の14の４第１

項の規定により提出する申請書は、国民

健康保険限度額適用・標準負担額減額認

定申請書（様式第16号）によるものとす

る。 

 

（限度額適用・標準負担額減額認定証を保

険医療機関に提出しなかった場合の差額申

請） 

（限度額適用・標準負担額減額認定証を保

険医療機関に提出しなかった場合の差額申

請） 



第11条 省令第27条の14の５第６項の規定

により提出する申請書及び限度額適用・

標準負担額減額認定証を保険医療機関に

提出しなかったために政令第29条の４第

１項第１号ハに掲げる額を超える額、同

項第２号イ若しくはロ又は第３号イから

ニまでに掲げる額を支払った場合におけ

る同項第１号ハ、第２号ハ若しくはニ又

は第３号ホを超える額の支給申請書は、

国民健康保険限度額適用・標準負担額差

額支給申請書（様式第17号）によるもの

とする。 

第11条 省令第27条の14の４第６項の規定

により提出する申請書及び限度額適用・

標準負担額減額認定証を保険医療機関に

提出しなかったために政令第29条の４第

１項第１号ハに掲げる額を超える額、同

項第２号イ若しくはロ又は第３号イ若し

くはロに掲げる額を支払った場合におけ

る同項第１号ハ、第２号ハ若しくはニ又

は第３号ハを超える額の支給申請書は、

国民健康保険限度額適用・標準負担額差

額支給申請書（様式第17号）によるもの

とする。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


